
 

 

第２回議会運営委員会 
日 時 令和７年１１月４日（火）    

本会議休憩中          

 場 所 第１委員会室          

付議事項 

１ 令和７年第１回（１０月）臨時会に関する事項について 

(1) 議案名・・・資料１ 

(2) 議案の審査方法について 

  ア 第二次総合計画・・・資料２ 

  イ 一般会計予算及び決算・・・資料３ 

 

２ 各種委員等の選出方法について 

(1) 宇部・山陽小野田消防組合議会議員 

(2) 市都市計画審議会委員 

（先例） 

 各種委員等名 人数 選出方法 

宇部・山陽小野田消防組合議会議員 ３人 
総務文教 ２人 

民生福祉 １人 

市都市計画審議会委員 ５人 

総務文教 １人 

民生福祉 １人 

産業建設 ３人 

 

３ 議運決定事項の報告について 

  １１月４日（火）議会運営委員会終了後 全員協議会 

 

４ その他 



令和７年第１回（１０月）臨時会議案名 
 

市長提出案件（議案１件、承認２件、同意１件） 
 

○産業建設常任委員会所管（１件） 

(1) 承認第７号 令和７年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第１回）

に関する専決処分について                 （下水） 

 

○一般会計予算決算常任委員会所管（１件） 

(1) 承認第６号 令和７年度山陽小野田市一般会計補正予算（第６回）に関

する専決処分について                   （財政） 

 

○総合計画審査特別委員会所管（１件） 

(1) 議案第８７号 第二次山陽小野田市総合計画に係る後期基本計画の策定

について                         （企画） 

 

○人事案件（１件） 

(1) 同意第５号 山陽小野田市監査委員の選任について     （人事） 

資料１



総合計画審査特別委員会の構成(案) 

１ 委員会の概要 

(1) 審 査 事 項 第二次山陽小野田市総合計画に係る後期基本計画の策定

について 

(2) 委 員 数 ２１人（議長を除く議員全員） 

(3) 正副委員長 委員の互選による 

 

２ 分科会の設置 

次の分科会を設置して審査する。 

名 称 定数 構 成 審 査 事 項 

総務文教分科会 ７人 総務文教常任委員 
・後期基本計画のうち総務

文教常任委員会所管部分 

民生福祉分科会 ７人 民生福祉常任委員 
・後期基本計画のうち民生

福祉常任委員会所管部分 

産業建設分科会 ７人 産業建設常任委員 
・後期基本計画のうち産業

建設常任委員会所管部分 

重点プロジェク

ト分科会 
９人 

上記分科会から３人ずつ 

（分科会長必須） 

・後期基本計画のうち重

点プロジェクト等 

 

３ 分科会の構成員の名称 

分科会の構成員の名称は、会長、副会長、委員とする。 

 

４ 分科会の正副会長 

分科会の正副会長は、各常任委員会の正副委員長をもって充てる。ただ

し、重点プロジェクト分科会は、委員の互選による。 

資料２



総合計画審査特別委員会審査フロー 

月日 会議名 内  容 

１１／４ 

本会議 

○ 議案上程、説明、質疑(※)、特別委員会設置・付託 

※ 申し合わせにより、所属分科会に関する事項以外

は質疑できるが、総括大綱的な質疑にとどめ、詳

細な質疑は分科会で行う。 

委員会 

○ 正副委員長の互選 

○ 分科会の設置 

○ 企画課による概要説明、質疑（※） 

※ 概要説明に対して質疑を行う。詳細な質疑は分科

会で行う。 

○ 今後の審査方法の確認 

○ 継続審査の決定 

閉会中 

分科会 ○ 所管部分の審査 

（委員会） 
○ 分科会長中間報告、質疑（必要があれば開催） 

○ 今後の審査内容の協議（必要があれば開催） 

１２月 

定例会中 

（分科会） ○ 所管部分の審査（必要があれば開催） 

委員会 
○ 分科会長報告、質疑、討論、採決 

 ※ 修正等がある場合、討論、採決は後日行う。 

本会議 

○ 委員長報告、質疑（※）、討論、採決 

※ 議長を除く全議員が付託先の委員であり、委員会

での審査の経過と結果を最もよく承知しているた

め、本会議で質疑を行う必要性がない。したがっ

て、事実上、質疑を想定していない。 
 



一般会計予算決算常任委員会審査フロー 
 

会議名 内  容 

本会議 

○ 議案上程、説明、質疑（※）、委員会付託 

※ 申し合わせにより、所属分科会に関する事項以外は質疑で

きるが、総括大綱的な質疑にとどめ、詳細な質疑は分科会で

行う。 

分科会 ○ 所管部分の詳細説明・質疑 

委員会 ○ 分科会長報告、質疑、討論、採決 

本会議 

○ 委員長報告、質疑（※）、討論、採決 

※ 議長を除く全議員が付託先の委員であり、委員会での審査

の経過と結果を最もよく承知しているため、本会議で質疑を

行う必要性がない。したがって、事実上、質疑を想定してい

ない。 

 

資料３


